協会標準書式 2026年改定

保険会社等／保険仲立人間の標準業務契約書

業　務　契　約　書

（○○保険会社）　（以下「保険会社」という。）と（○○保険仲立人）　（以下「保険仲立人」という。）とは、相互に取引を行うにあたり、保険会社の保険契約の引受業務および保険仲立人の保険契約の締結の媒介業務（以下、あわせて「本件業務」という。）について、以下の各条項のとおり契約する（以下「本契約」という。）。

（目的）
第１条　本契約は、保険会社および保険仲立人の双方が、ぞれぞれの業務を行うにあたり有する権利、および遵守すべき義務を明らかにすることを目的とする。

（業務）
第２条　保険会社と保険仲立人はそれぞれの法的立場を尊重し、法令等を遵守した上で、以下のとおり業務を行う。
　(1)　保険会社は、保険仲立人との関係において、保険仲立人が行う保険契約の求率への回答、契約の引受け業務および保険金支払または給付金の支払業務、および本契約で保険会社が行うものと定められた業務を行う。
　(2)　保険仲立人は、顧客からの委託を受けて、顧客に対して誠実義務を履行し、顧客のために保険契約の締結の媒介を行い、保険会社による保険金支払または給付金の支払においては、顧客のために適切な支払いが履行されているかどうかの顧客への支援、および本契約で保険仲立人が行うと定められた業務を行う。

（情報提供義務）
第３条　保険仲立人は、保険業法第294条第1項に基づき、保険契約の内容その他保険契約者等に参考になる情報の提供を行うものとする。保険仲立人が情報提供義務を履行した場合、保険会社は重ねてそれを行わない。

（意向把握・確認義務）
第４条　保険仲立人は、保険業法第294条の２に基づき、顧客の意向把握および意向確認を行うものとする。保険仲立人が意向把握・確認義務を履行した場合、保険会社は重ねてそれを行わない。

（保険会社との契約条件等の交渉）
第５条　保険仲立人は、保険会社との保険契約の締結に関する交渉を始める際、保険会社から、顧客の保険仲立人指名状の提出を求められた場合には、その写を提出する。
　２　保険仲立人は、保険会社との保険契約条件等の交渉にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 顧客から入手した保険に関する意向および情報は、客観的かつ誠実に、書面（電磁的方法を含む。）により保険会社に提出する。
(2) 顧客が有するリスクや保険事故歴等、各種情報提出の要請を保険会社から受けた場合、当該要請に対して可能な限り調査のうえ、回答する。
３　保険会社は、保険仲立人との保険契約条件等の交渉にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 保険仲立人から保険契約引受の諾否・契約条件等につき照会・求率があり、これに対して回答する場合には、書面（電磁的方法を含む。）にて保険仲立人に提出する。なお、保険会社は、保険契約引受を辞退することができるが、この場合、引受を辞退した顧客に対し、直接または保険代理店等を経由して、見積り等を提出してはならない。
(2) 保険仲立人の事前の書面による了解を得ずに、直接または保険代理店等を経由して、顧客と交渉を行わない。
(3) 保険会社が有するリスク、保険事故歴等、指定保険契約に関する各種情報提出の要請を保険仲立人から受けた場合、当該要請に対して可能な限り調査の上、回答する。

[bookmark: _Hlk218693713]（申込書等の提出、保険契約の引受）
第６条　保険仲立人は、顧客が自らの選択に基づき保険会社との間で保険契約の申込みを行おうとする場合には、必要事項を記入した保険契約者の署名または記名・捺印のある申込書およびその他保険契約の締結に必要な書面（以下「申込書等」という。）を保険会社に提出する。
２　保険会社は、申込書等の記載内容が第５条第３項第１号に規定する保険会社が回答した契約条件等の内容と相違がないかを確認し、これを引き受ける。

（保険料および手数料等）
第７条　保険仲立人は、媒介を行う保険契約に関する手数料、報酬その他の対価（以下「手数料等」という。）の請求方法について、保険会社に保険料の算出を要請する際に、次の各号のうち、保険契約者と合意した方法を保険会社に対して通知する。
(1) 保険会社に対してのみ請求する方法
(2) 保険契約者および保険会社双方に対して請求する方法
(3) 保険契約者に対してのみ請求する方法
２　前項第2号の方法の場合、保険仲立人は、保険会社に保険料の算出を要請する際に、保険契約者に対して請求する手数料等の額（これが困難な場合においては、具体的な手数料等の計算方式）を保険会社に対して通知する。
３　保険会社は、本条第1項および第2項の通知を受けて保険料を決定し、保険仲立人に提示する。
(1) 本条第1項第１号または第2号の方法の場合は、保険仲立人と合意した計算方式により算出した手数料等を含む保険料
(2) 本条第1項第3号の方法の場合は、保険料から本条第1項第1号の方法であった場合に保険仲立人に支払うべき手数料等を控除した額
４　本条第1項第1号または第2号の場合、保険会社は、保険仲立人との間で別途合意した場合を除き、毎月の締切日現在をもって作成する手数料等明細書により、翌月末日までに、保険仲立人に対して手数料等を支払う。この支払いに要する振込手数料は、保険会社が負担するものとする。
５　保険仲立人が保険契約者に提示する保険料は、本条第3項に基づき保険会社が保険仲立人に提示する保険料とする。

（保険料の払込み）
第８条　保険仲立人は、第6条第2項により保険会社が引き受けを行い、保険契約が成立したときは、ただちに保険契約者に対して、前条に基づく支払うべき保険料を保険会社に支払うよう通知する。ただし、この保険料の支払い方法につき別段の取決めのある保険契約については、その定めに従う。
２　前項の保険料の支払いに関し、保険仲立人が保険料請求書の発行を求めた場合には、保険会社は遅滞なく保険仲立人に対し保険契約者宛の保険料請求書の発行を行う。
３　保険会社は、払い込まれた保険料を確認し、ただちに保険仲立人に通知する。

（結約書の作成、交付）
第９条　保険仲立人は、保険会社に申込書等の提出を行い、保険料の支払いを確認したときは、遅滞なく保険業法第298条に定める結約書を作成し、保険会社および保険契約者に交付する。ただし、保険料の支払いについて別段の取決めのある保険契約については、保険料の着金前に結約書を作成することがある。
２　保険仲立人は、保険会社および保険契約者に対し、結約書に署名または記名・捺印を行うよう求め、当該署名または記名・捺印がなされた後、それぞれの相手方に交付する。なお、保険会社は、遅滞なく結約書に署名または記名・捺印する。
３　保険仲立人は、保険会社もしくは保険契約者が結約書を受領しないか、または署名もしくは記名・捺印をしないときには、遅滞なくそれぞれの相手方にその旨を通知する。
４　結約書の作成・交付を省略する場合は、一般社団法人日本保険仲立人協会の定める「結約書の簡素化に関するガイドライン」に従う。

（保険証券の送付）
第10条　保険会社は、保険料の払込みを確認した後、保険証券を保険仲立人に送付する。ただし、保険料の支払いについて別段の取決めのある保険契約については、保険料の着金前に保険証券を送付することがある。

（保険契約の条件等の変更・解約等の通知と手数料等の追加・返還）
第11条　保険仲立人は、保険契約者から、媒介を行った保険契約の条件等の変更または解約（以下「条件等の変更」という。）の申入れを受けた場合には、すみやかに保険会社に対して、必要事項を記入した書面(電磁的方法を含む。)をもって通知する。保険会社は条件等の変更を承諾する場合において、保険料の追加が必要なときは、すみやかにその額を保険仲立人に対して通知する。
２　保険仲立人は、前項の条件等の変更に関し保険会社の承諾があった場合において、保険料の追加支払いが必要なときは、ただちに保険契約者に対して、追加保険料を保険会社に支払うよう通知する。ただし、この追加保険料の支払い方法につき別段の取決めのある保険契約については、その定めに従う。
３　前項の追加保険料の支払いに関し、保険仲立人が追加保険料請求書の発行を求めた場合には、保険会社は遅滞なく保険仲立人に対し保険契約者宛の追加保険料請求書の発行を行う。
４　保険会社は、払い込まれた追加保険料を確認し、ただちに保険仲立人に通知する。
５　保険会社は、本条第１項の条件等の変更に伴い保険料の返還が必要な場合は、ただちに保険契約者に返還保険料を払い込む。ただし、保険料の返還方法につき別段の定めがある場合は、その定めに従う。
６　保険仲立人は、本条第１項の条件等の変更またはその他の保険契約上の取決めに伴い保険会社が保険契約者へ保険料の追加または返還を行った場合で、第7条第4項に基づき保険会社から手数料等を受領していた場合においては、保険会社と予め合意した方法に基づき、当該追加・返還保険料に対する手数料等を保険会社に請求または返還を行う。合意により手数料等の返還は行わない場合もある。

（保険事故の通知等）
第12条　保険仲立人は、媒介を行った保険契約について保険契約者から保険金・給付金請求事由発生の連絡を受けた場合には、ただちにその内容を保険会社に通知する。
２　保険仲立人は、保険契約者から保険金・給付金請求に必要な書類を受け取った場合には、すみやかに保険会社に送付する。

（保険金・給付金についての意見の表明）
第13条　保険仲立人は、保険金・給付金請求事由が発生した場合において、保険会社の保険金・給付金支払の責任の有無およびその額について、保険契約者等に対して意見を表明する。

（クーリング・オフ）
第14条　保険仲立人は、クーリング・オフ制度の適用のある保険契約の申込者に対して、クーリング・オフを行うことができる旨が記載された書面(電磁的方法を含む。)を、確実に了知できる方法で交付する。
２　保険仲立人は、保険契約者に対し、クーリング・オフの申出は、保険会社へ直接、書面で通知する必要がある旨をあらかじめ説明する。

(保険契約の更改)
第15条　保険会社は、保険契約の更改にあたっては、保険契約者から保険仲立人との保険媒介委託契約の解除の書面による通知があった場合、もしくは保険仲立人指名状が撤回された場合を除き、更改申込書等を保険仲立人に送付する。
２　保険会社は、更改保険契約の引受条件を変更するときには、更改日の3カ月前までに、保険仲立人に書面にて引受条件の変更の申入れしなければならない。

（保険契約者に対する賠償責任）
第16条　保険会社は、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害に関し、一切責任を負わない。

（通知義務）
第17条　保険会社および保険仲立人は、次の各号に該当するときは、すみやかに相手方に対し、その旨を書面にて通知する。
(1) 保険会社が、当局から、業務の停止または免許の取消しの処分を受けた場合
(2) 保険仲立人が、当局から、業務の停止または登録の取消しの処分を受けた場合

（守秘義務）
第18条　保険会社および保険仲立人の双方は、業務上知ることができた情報について、本件業務に使用する場合を除き、双方の合意または正当な理由なく直接関係する部署又は関係者以外に漏らしてはならない。

（債権譲渡等の禁止）
第19条　保険仲立人は、手数料等に関する請求権、その他本契約に関し保険会社に対して生じた債権は、事前に保険会社の承認を得ることなく、一切他に譲渡、質入れ等の処分を行ってはならない。

（損害賠償）
第20条　保険会社および保険仲立人は、本契約または本契約に基づき相互で取り決めた事項に違反したことによって相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合には、その損害を賠償しなければならない。

（反社会的勢力でないことの表明・保証および関係遮断）
第21条　保険会社および保険仲立人は、次の各号の事項について表明し、かつ、将来にわたり保証する。
(1) 保険会社および保険仲立人、その役員もしくは実質的に経営に関与する者、使用人、または保険会社および保険仲立人の保証人等（以下「保険会社および保険仲立人またはその役員もしくは使用人等」という。）が、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）でないこと
(2) 保険会社および保険仲立人またはその役員もしくは使用人等が、暴力、脅迫、威力または詐欺的言動その他違法ないし不当な言動を行わないこと
(3) 反社会的勢力との関係を遮断し、公共の信頼を維持し、適切かつ健全に業務を遂行すること
２　保険会社および保険仲立人は、前項で表明・保証した事項に反する事実が判明した場合、または発生した場合には、本契約が解除されたとしても、何ら異議を申し立てない。
３　保険仲立人は、その役員または保険募集に従事する使用人が、第１項で表明・保証した事項に違反した場合、またはそのおそれがある場合には、当該役員または使用人の保険仲立人登録を廃止させる。
４　保険会社および保険仲立人は、第１項において表明・保証したことの全部または一部が虚偽もしくは事実に反することにより、相手方に何らかの損害を及ぼした場合は、その損害を賠償する。

（業務契約の解約・解除）
第22条　保険会社および保険仲立人は、理由を明示して3ヶ月前までに書面にて予告することにより、本契約を解除することができる。ただし、この場合でも、本契約の解除に合理的理由がないときは、本契約を解除することはできない。なお、本契約の終了に伴う事項について、本契約に定めのない場合には、保険会社および保険仲立人の双方が協議して定める。
２　前項の規定にかかわらず、保険会社または保険仲立人は、次の各号の場合には、何時でも、相手方に対して書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の規定に違反した場合
(2) 相手方が保険契約者または被保険者の利益を害した場合
(3) 相手方が保険業法等の関連法令に違反した場合または当局から業務の停止もしくは免許・登録の取消の処分を受けた場合
(4) 相手方またはその役員もしくは使用人等が、反社会的勢力に該当すると認められた場合
(5) 相手方またはその役員もしくは使用人等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められた場合
(6) 相手方またはその役員もしくは使用人等が、反社会的勢力を不当に利用していると認められた場合
(7) 反社会的勢力が相手方の経営を支配し、または相手方の経営に実質的に関与していると認められた場合
(8) 相手方またはその役員もしくは使用人等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた場合
３　前各項の規定により本契約の効力が失われた場合には、保険会社および保険仲立人の双方は、本契約により発生した債務について、遅滞なく誠意をもって履行しなければならない。
　４　保険会社または保険仲立人において、合併または買収等により地位の異動があった場合でも、合併または買収の規定により存続会社となる保険会社または保険仲立人の本契約は存続する。

（保険仲立人の権限）
第23条　保険仲立人は、保険会社等の行う次の業務およびその他の業務に関し保険会社を代理する権限を有しない。
(1) 保険契約の締結および保険証券の発行
(2) 保険契約に関する告知または通知の受領
(3) 保険料の領収および返還
(4) 保険契約の条件等の変更または解約の申し出の受領
(5) 保険契約の申込みの撤回または解除の申し出の受領
(6) 保険金または給付金の支払いの責任の有無の判断およびその額の決定

（業務契約の有効期間）
第24条　本契約の有効期間は　　年　月　日から　　年　月　日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに、いずれか一方より有効期間を延長しない旨の書面による申入れがないときは、さらに１年間延長されたものとし、以後も同様とする。

（管轄裁判所）
第25条　本契約から生じる権利義務に関する訴訟については、保険仲立人の本店の所在地を管轄する裁判所をもって、管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書２通を作成し、両当事者記名・捺印のうえ、各々１通を所持する。


　　　　年　　月　　日


保険会社：




保険仲立人：

